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研究要旨 
本研究の目的は、Personal Health Record (PHR) サービスの利用に関わる要因を探り、PHRサービスの利

活用が個人の健康関連態度、健康行動、健康状態、医療アウトカム、そして医療費に与える影響を検証する
ことである。複数の企業からデータ提供を受けることで、PHRサービスの多様な内容や属性に基づく効果の異
質性に注目し、個々のユーザーに最適なPHRサービスの提供方法を見出すことを目指している。 
初年度である本年度は、分析データ提供に協力する企業を確保し、具体的な分析仮説に基づいてデータの抽
出要件を確定することを目標とした。参画企業の募集方針については、班会議と厚生労働省訪問を通じて議
論を行い、適宜班員による確認・修正を繰り返しながら進めた。第1回班会議では、厚生労働省健康局健康課
と研究班のメンバーが参加し、参画企業募集の方針を議論した。また、厚生労働省訪問では、第1回の班会議
の議論を踏まえ、PHRサービスの分類や参画企業の募集方針について議論し、企業の公募と有望企業への声か
けを実施することとした。 
次に、PHRサービスの利用者属性とPHR利用との関連、およびPHR利活用と医療アウトカムとの関連を検討す

るための分析方針を確定した。具体的には、PHR導入保険者に加入する被保険者のPHR利用者と非利用者の属
性比較を行い、属性や健診値、行動変容ステージなどの背景因子を調整・層別化した上で、PHRサービスの利
用状況を曝露因子としてアウトカムを比較分析する。曝露因子としては、PHRサービスへの登録有無、ログイ
ン頻度、特定機能の利用有無などが考えられる。 
第1回班会議では、本邦で提供されているPHRサービスの分類を進め、多様なPHRサービス事業者に参加を促

す方針を確認した。また、厚生労働省訪問では、PHRサービスの分類と参画企業の募集方針をまとめ、株式会
社JMDCからデータ提供を受ける一方で、他の企業からも参画を募る方針を決定した。結果として、株式会社J
MDCに加え、食事管理機能を中心とするPHRサービスを提供するライフログテクノロジー株式会社からも研究
参画の同意を得た。これにより、分析に必要となるデータの抽出要件を確定し、データ提供を受ける準備が
整った。 
PHRサービスの分析にあたり、本邦の代表的なPHRサービスを俯瞰した結果、株式会社JMDCのPepUp®は、レ

セプト情報や特定健診情報と結合可能であり、行動変容の同定に適していることが確認された。一方で、食
事や運動内容を記録するPHRサービスについても効果検証の必要性が認識された。しかし、長期間のフォロー
アップ体制の不足など、いくつかの課題も明らかとなった。 
今年度は、分析データ提供に協力する企業の確保を目指し、参画企業の公募と有望企業への声かけを実施し
た結果、株式会社JMDCおよびライフログテクノロジー株式会社からの研究参画同意を得た。次年度には、こ
れらの企業から提供を受けたデータの詳細な分析を行い、PHRサービスの効果検証を進める予定である。 
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A． 研究目的 
本研究では、PHRサービスの利活用に関わる要因

の探究と、PHRサービスの利活用（特に自発的効
果）とアウトカム（態度、健康関連行動、健康状
態、医療アウトカム、医療費）との関連の検討を行
う。複数の企業の協力を得て複数のPHRサービスを
分析する点、PHRサービス内容の異質性、PHRサービ
スの属性ごとの効果の異質性に注目し、個々人に最
適なPHRサービスの提供について示唆を得ることを
目標にしている。 
初年度である本年度は、分析データ提供に協力す

る参画企業を確保するための方針を立て、分析仮説
を元に参画が確定した企業から提供を受けるデータ
の抽出要件確定を進めることを目的とした。 
 

B． 研究方法 

 参画企業の募集方針については、計1回の班会議

および計1回の厚生労働省訪問を通して議論を行

い、適宜班員による確認・修正を繰り返しながら進

めた。 

1) 第1回班会議:2023年6月20日 

(厚生労働省健康局健康課から1名、研究班から12名

が参加) 

参画企業募集の方針について作成した資料1に基づ

き議論した。 

2) 厚生労働省訪問:2023年10月18日 
(厚生労働省健康・生活衛生局健康課から2名、研究
班から5名が参加) 
第1回の班会議の議論を踏まえ、PHRサービスの分類

や参画企業の募集方針についてまとめた資料2に基

づき議論した。 

厚生労働省訪問における議論を踏まえ、参画企業

を公募するとともに、有望企業への声かけを実施し

た。 
また、参画企業から提供を受けるデータ抽出要件

を確定するため、下記の通り分析方針を定めた。 
① 各対象者の属性等とPHR利用との関連 
② PHR利活用と医療アウトカムとの関連 

の2点を検討するため、レセプト・特定健診・PH
R利用データ等を用いて後ろ向きコホート研究を
行う。 
①については、PHR導入保険者に加入する被保険

者において、PHR利用者と非利用者の属性の比較を

行う。また、②の分析として、同様の対象者に対し

て属性、健診値や行動変容ステージ等の背景因子を

調整・層別化した上で、PHRサービスの利用状況を

曝露因子として、曝露の違いでその後のアウトカム

（態度、健康関連行動、健康状態、医療アウトカ

ム、医療費）を比較分析する。なお、PHR利活用に

関わる曝露因子としては、登録有無（PHRサービス

提供による介入効果を示唆）、ログイン頻度（一定

回数以上のログインへのインセンティブ等の介入効

果を示唆）、特定機能の利用有無（特定機能の利用

へのインセンティブ等の介入効果を示唆）等が考え

られる。 

 策定した分析方針を実現するために必要となるデ

ータの抽出要件を参画企業と協議のうえ確定したの

ちに、データ提供を受けることとした。 

 

（倫理面への配慮） 
データ提供先が決定するまでが本年度の研究であ

り、次年度以降、実際に解析を開始する際には、倫
理審査を受けた上で、法令やガイドラインを遵守し
て進める。 
 

C． 研究結果 

1) 第1回班会議:2023年6月20日 

資料1に基づき議論した結果、PHRサービスは多岐

にわたることから、本邦で提供されているPHRサー

ビスの分類を進めるとともに、可能な限り様々な類

型のPHRサービス事業者に対して参加を促す募集を

行うこととした。 

2) 厚生労働省訪問:2023年10月18日 
第1回班会議の議論を踏まえ、本邦におけるPHRサ

ービスの分類を整理した。既存のレポートではデー
タの種類、データ取得経路や販売対象といった観点
で分類がされている（経済産業省(2022)「民間PHR
サービスの利活用促進等に向けた調査」）が、本研
究ではこれらの観点に加え、ユーザーの行動変容の
観点からも分類を試みた。 
PHRサービスの分類と今回の研究に参画するPHRサ

ービス運営企業の募集方針をまとめた資料2に基づ
き議論し、PHRサービス運営企業の募集方針を下記
の通り定めた。 
� 研究分担者として参画している徳渕が所属する株

式会社JMDCから、データ解析のためのデータ提供
を受け、研究遂行に必須となる各種データを確保
すること。この場合、研究者としての潜在的利益
相反状態を認識し、データの抽出の実費を研究費
として拠出し、さらに、解析には株式会社JMDCの
者は携わらないこと。 

� 特定サービスに依らない一般化された示唆を分析
から得るため、またJMDC提供データではカバーで
きないPHR機能に関するデータを補強するため、J
MDC以外の企業からも参画を募りデータ提供を受
けること。 

� 参画企業の募集にあたっては、窓口を設け応募企
業を募る公募方式と有望企業へ参画を促す個別の
声かけを並行して進めるアプローチを採用するこ
と。 

� 有望企業の特定に際しては、本邦におけるPHRサ
ービスを俯瞰的にリサーチし利用者募集団のタイ
プや提供機能、インセンティブ設計等サービス特
徴の観点と具体的なPHRサービス例を整理するこ
と。そして本研究において重要な観点をカバーす
るPHRサービスを提供する企業群を有望企業と定
めること。 
策定した募集方針に基づき、2023年11月8日～202

3年12月8日の期間で国立国際医療研究センターのHP

で参画企業の公募(資料3)を行うとともに、有望企

業への声かけを実施した結果、株式会社JMDCに加え

て、食事管理機能を中心としたPHRサービスである

カロミルを提供するライフログテクノロジー株式会

社から研究参画の同意を取り付けた。 

また、分析に必要となるデータの抽出要件につい

て、株式会社JMDCと協議のうえ確定した。ライフロ
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グテクノロジー株式会社から提供を受けるデータに

ついては、次年度の初めに抽出要件を詳細化してい

く予定である。 

 

D． 考察 

データ分析を行う上で、本邦の代表的なPHRサー

ビスを俯瞰した。保険者との契約に基づくサービス

である株式会社JMDCのPepUp®に関しては、レセプト

情報、特定健診情報等とも結合可能であり、行動変

容などをある程度同定可能であること、薬の情報や

健康情報を「みにいく」機能が特徴的であると考え

られた。一方で、食事内容や運動内容を記録して、

保健指導などに際して「みせる」機能については、

それに特化したPHRサービスが得意な分野であり、

これらについても効果検証することの意義が確認さ

れた。一方で、保険者の視点からのデータのよう

な、長期間のフォローアップを行う体制が取れてい

ないため、これらの効果を長期間追うためには、現

時点の情報を捕捉するスキームでは難しいことが考

えられた。 

 

E． 結論 

今年度は分析データ提供に協力する参画企業を確

保するため、国立国際医療研究センターのHPで参画

企業の公募を行うとともに、有望企業への声かけを

実施した結果、株式会社JMDCとライフログテクノロ

ジー株式会社から研究参画の同意を取り付けた。株

式会社JMDCに関しては、分析に必要となるデータの

抽出要件について協議のうえ確定した。 

また、ライフログテクノロジ―株式会社から提供

を受けるデータについては、次年度初旬に抽出要件

を詳細化していく予定である。 

 

F． 健康危険情報 

特記事項なし 

 

G． 研究発表 

1. 論文発表 

特になし 

2. 学会発表 

特になし 
 

H． 知的財産権の出願・登録状況 

特になし 
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資料 1:参画企業の募集方針について（第 1回班会議）資料 
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資料 2:参画企業の募集方針について（厚労省訪問―抜粋） 
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資料 3:参画企業の公募  
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